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第１節 はじめに 

 

１．はじめに 

（１）記録誌の目的・意義 

 平成 28 年（2016 年）熊本地震（以下「熊

本地震」という。）は、最大震度 7 を記録する

大地震が、前震・本震として短期間に 2 度発

生し、熊本市内のみならず、県内全域に甚大

な被害をもたらした。 

 この記録誌は、本市で、いつ、どのような

地震が発生し、どのような被害状況だったの

か、それに対して行政としてどのように対応

したのか、その時、市民はどのような状況に

置かれていたのか、そして、発災直後の対応

から、いかなる復旧・復興のプロセスを辿っ

ているのか、これらのことを克明に記録する

ことにより、本市の被害状況や初期対応、復

旧・復興のプロセス等を整理し、今後の防災

減災対策などに活用するとともに、熊本地震

で体験した貴重な経験を次世代に伝承するこ

とを目的とするものである。 

また、この記録誌が、国や他の自治体等に

おいても活用され、今後想定される震災にお

ける防災減災対策の参考となることを目指す

ものである。 

  

（２）記載内容 

 この記録誌には、主に本市が行った活動の

うち、災害対応等に関するものを中心に記載

しており、その期間は、発災当日の平成 28

年 4 月 14 日から、平成 29 年 3 月 31 日までの

約 1 年間である。 

 編集に当たっては、おおまかに発災時、発

災直後、復旧期、復興期と時系列で整理し、

本市の概況や、熊本地震の概要と人的・物的

被害状況を記した「第 2 部 熊本市の概況・

被災状況」、発災直後の体制や初動、被災者・

避難者への対応、ライフラインの復旧等を記

した「第 3 部 応急復旧期」、り災証明・各種

災害給付等、応急仮設住宅・被災住宅の応急

修理等の支援や、各団体等からの人的・物的

支援の状況等を記した「第 4 部 復旧期」、震

災復興計画策定や地域防災計画の改定、生活

再建支援、国等への要望活動等を記した「第

5 部 復興期」で構成している。 

 構成の詳細については、次図表 1-1-1 のと

おりである。 

 

図表 1-1-1 平成 28 年熊本地震 熊本市震災記録誌の構成 

第１章　総論

【記録誌の目的、記載内容、平成28年熊本地震の総括(これまでの地震等の被害想定、被害状況)等】

【 発 災 時 】 第２章　熊本市の概況

　 ①震災前の本市の概要と 【市域の概要(市域・気候・人口)、生活環境、医療・福祉、教育・文化、産業等、熊本市の組織等】

　　 平成28年熊本地震の 第３章　地震の概要と被害状況

　　 概要、被害状況など 【平成28年熊本地震の概要、被害状況（全体）、人的・物的・市有施設の被害状況等】

【 発 災 直 後 】 第４章　発災直後の体制・初動

　 ②発災時および発災直後 【避難勧告・指示、災害対策本部の対応、国および県の対応、救急・救助・消火活動等】

　　 の対応状況、 第５章　被災者・避難者への対応

　　 避難所対応、避難行動 【避難行動、災害時要援護者・要支援者への対応、避難所(指定避難所、福祉避難所、指定外避難所)

　　 やライフラインやイン 　の開設・運営、車中泊・在宅避難者への対応、備蓄の状況、物資の集配、応急給水活動等】

　　 フラの応急対応など 第６章　応急復旧対策の実施

【ライフラインの復旧等、道路・橋梁・河川・公園の復旧、交通網の復旧、震災廃棄物処理等】

【 復 旧 期 】 第７章　生活再建支援

　 ③被災者の生活再建支援、 【り災証明、各種災害給付等、各種減免・猶予等の措置、広聴・広報活動、医療・福祉・保健衛生

　　 インフラの復旧、 　活動等、応急仮設住宅、被災住宅の応急修理・解体撤去、公共施設等の復旧、学校の再開、情報

　　 人的・物的支援など 　システムの復旧等】

第８章　各団体等からの支援

【人的支援、物的支援、災害協定、各種義援金等の支援、ボランティア等】

第９章　災害救助法

【制度概要、本市における災害救助法の適用等】

【 復 興 期 】 第１０章　復興に関する各計画・組織等

　 ④復興に向けた本市の対応、 【震災復興本部の設置から震災復興計画策定までの経緯、市議会特別委員会の設置、地域防災計画

　　 被災者の生活・住宅の再 　の改定・防災啓発・防災訓練、業務継続計画の改定、財務・契約・組織・人事の対応等】

　　 建、熊本城の復興、熊本 第１１章　復興に向けた取組

　　 市民病院の再生、 【生活再建支援、災害公営住宅・住宅再建、熊本城の復興、熊本市民病院の再生、経済の復興、

　　 経済・農水産業の復興、 　農水産業の復興、文化財・観光施設等の復興、復興への催し、国等への要望活動、熊本連携中枢

　　 次世代への記憶の継承など 　都市圏との連携等】

　　 ※平成29年3月31日まで 第１２章　次世代へ

　　　(今回の記録誌の対象期間) 【記録誌、アーカイブ、その他の取組等】
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第４部
復旧期

 

第
１
章

総　

論

− 5−



- 6 - 
 

第２節 平成 28 年熊本地震の総括 

 

１．地震・津波被害の想定 

（１）地震規模等の想定 

 熊本地震前における本市の地震被害想定は

「東日本大震災」を踏まえ、県が平成 23～24

年度に実施した「熊本県地震・津波被害想定

調査」を受け、平成 25 年度に熊本市防災アセ

スメント調査を実施した。熊本市防災アセス

メント調査から、市域への影響が大きかった

「布田川・日奈久断層帯（中部・南西部連動

型）」、「南海トラフ」、「布田川・日奈久断層帯

（北東部単独型および中部単独型）」、「立田山

断層」の 4 地震を対象として被害想定をして

いた。4 地震の地震規模等の想定は次のとお

りである。 

図表 1-2-1 対象とする地震規模等 

地震 津波

1
布田川・日奈久断層帯
（中部・南西部連動型）

Ｍ7.9 ○ ○

2 南海トラフ Ｍ9.0 ○ ○

布田川・日奈久断層帯
（北東部単独型）

Ｍ7.2 ○ -

布田川・日奈久断層帯
（中部単独型）

Ｍ7.6 ○ -

4 立田山断層 Ｍ6.5 ○ -

地震
規模

3

対象とする断層
想定される災害の種類

 

 

（２）被害想定 

①人的・建物・液状化被害 

 熊本市防災アセスメント調査では、人的被

害は「揺れ」、「急傾斜地崩壊」、「津波」、「地

震火災」による死者・重傷者数等を算出して

おり、「揺れ」、「急傾斜地崩壊」、「地震火災」

は、屋内人口のみ被災することを想定し、「津

波」は、屋内人口と屋外人口の両者が被災す

ることを想定したものである。 

 また、建物被害については複数の要因が重

複して被害を起こす可能性もあることから、

「液状化→揺れ→急傾斜崩壊→津波→地震火

災」の順番で被害の要因を割り当てている。 

 なお、建物・人的被害等の想定は次のとお

りとなる。 

 

 

 

図表 1-2-2 平成 25 年度熊本市防災アセスメント調査による被害想定（建物・人的被害） 

 

1 2 4

布田川・日奈久
断層帯（中部・
南西部連動型）

南海トラフ
（最大値）

布田川・日奈久
断層（中部単独
型）

布田川・日奈久
断層（北東部単
独型）

立田山断層

全壊家屋 1,332棟 0棟 1,387棟 315棟 539棟 1,387棟
半壊家屋 4,509棟 273棟 4,504棟 3,123棟 3,998棟 4,509棟
死者 89人 0人 87人 19人 56人 89人
重傷者 728人 0人 774人 322人 629人 774人
全壊家屋 583棟 1,275棟 653棟 480棟 500棟 1,275棟
半壊家屋 845棟 1,913棟 946棟 700棟 725棟 1,913棟
死者 － － － － － －
重傷者 － － － － － －
全壊家屋 13棟 1棟 12棟 8棟 12棟 13棟
半壊家屋 28棟 1棟 26棟 18棟 27棟 28棟
死者 2人 0人 2人 1人 2人 2人
重傷者 1人 0人 1人 1人 1人 1人
全壊家屋 1,077棟 1,535棟 － － － 1,535棟
半壊家屋 3,977棟 4,531棟 － － － 4,531棟
死者 23人 22人 － － － 23人
重傷者 175人 218人 － － － 218人
全出火数 5棟 5棟 5棟 2棟 3棟 5棟
炎上出火数 3棟 2棟 3棟 1棟 2棟 3棟
死者 7人 6人 8人 0人 1人 8人
重傷者 1人 1人 1人 0人 0人 1人

※各断層における検討ケースごとの被害想定のうち最大値を記載

最大値

揺れ

液状化

急傾斜地
崩壊

項目

3
対象地震

津波

地震火災
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②ライフライン 

 ライフラインについては「上水道」、「下水

道」、「電力」、「電話・通信」、「都市ガス」、「Ｌ

Ｐガス」について被害想定を行っており、各

被害想定は次のとおりとしていた。 

 

図表 1-2-3 平成 25 年度熊本市防災アセスメント調査による被害想定（ライフライン） 

 

 

③交通施設被害 

 交通施設については「道路（高速道路、一

般道路）」、「鉄道」、「市電」、「漁港・港湾」、

について被害想定を行っており、各被害想定

は次のとおりとした。なお、橋脚のない橋（ワ

ンスパン）は、現行の設計基準上落橋しない

と見なされるため、被害想定の対象としてい

ない。 

 

図表 1-2-4 平成 25 年度熊本市防災アセスメント調査による被害想定（交通施設） 

 

1 2 4

布田川・日奈久
断層帯（中部・
南西部連動型）

南海トラフ
（最大値）

布田川・日奈久
断層（中部単独
型）

布田川・日奈久
断層（北東部単
独型）

立田山断層

180か所 141か所 188か所 169か所 167か所 188か所
橋梁被害

（落橋・倒壊）
10橋 0橋 11橋 4橋 8橋 11橋

橋梁被害
（亀裂・損傷）

14橋 0橋 13橋 7橋 9橋 14橋

橋梁被害
（落橋・倒壊）

0橋 0橋 0橋 0橋 0橋 0橋

橋梁被害
（亀裂・損傷）

4橋 0橋 4橋 2橋 0橋 4橋

市電 全線 全線 全線 全線 全線 全線
大被害

（落橋・倒壊）
0橋 0橋 0橋 1橋 0橋 1橋

中被害
（亀裂・損傷）

0橋 0橋 0橋 1橋 0橋 1橋

大被害
（落橋・倒壊）

0橋 0橋 0橋 0橋 0橋 0橋

中被害
（亀裂・損傷）

4橋 0橋 2橋 2橋 1橋 4橋

38施設 － 31施設 7施設 10施設 38施設
23施設 － 16施設 3施設 10施設 23施設

道路 27か所 33か所 － － － 33か所
鉄道 在来線 浸水鉄道延長 0㎞ 0㎞ － － － 0㎞

※各断層における検討ケースごとの被害想定のうち最大値を記載

対象地震

最大値

3

津波

揺れ

道路

被災箇所数

一般道

項目

高速道

漁港・
港湾

（漁港）被害岸壁数
（港湾）被害岸壁数

被災箇所数

在来線

新幹線

鉄道

不通路線延長

1 2 4

布田川・日奈久
断層帯（中部・
南西部連動型）

南海トラフ
（最大値）

布田川・日奈久
断層（中部単独
型）

布田川・日奈久
断層（北東部単
独型）

立田山断層

断水人口
（発災直後）

339,770人 － 265,799人 103,917人 229,478人 339,770人

断水人口
（発災1日後）

202,851人 － 155,401人 63,755人 138,003人 202,851人

断水人口
（発災2日後）

196,413人 － 149,708人 60,670人 133,261人 196,413人

下水道 支障人口 10,856人 6,101人 11,058人 10,497人 11,735人 11,735人
電力 停電軒数 13,812軒 10,894軒 9,404軒 3,514軒 4,295軒 13,812軒

電話・通信 不通回線数 164回線 127回線 112回線 47回線 66回線 164回線
都市ガス 供給停止戸数 73,300戸 0戸 91,700戸 91,700戸 85,300戸 91,700戸
ＬＰガス 供給停止戸数 829戸 0戸 834戸 550戸 335戸 834戸

断水人口
（発災直後）

339,770人 － 265,799人 103,917人 229,478人 339,770人

断水人口
（発災1日後）

202,851人 － 155,401人 63,755人 138,003人 202,851人

断水人口
（発災2日後）

196,413人 － 149,708人 60,670人 133,261人 196,413人

下水道 支障人口 10,856人 6,101人 11,058人 10,497人 11,735人 11,735人
上水道 浸水施設数 2施設 2施設 － － － 2施設
下水道 浸水施設数 2施設 2施設 － － － 2施設
電力 浸水施設数 0施設 0施設 － － － 0施設

電話・通信 浸水施設数 2施設 2施設 － － － 2施設
※各断層における検討ケースごとの被害想定のうち最大値を記載

最大値

3

液状化

津波

上水道

上水道

揺れ

項目

対象地震
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④避難者・災害時要援護者・災害廃棄物等   

 避難生活者は、建物被害やライフライン被

害に伴い、避難生活又は疎開を強いられる人

数として算出した。また、ガレキ（災害廃棄

物）の発生を、被害を受けた建物の総床面積

と面積あたりガレキ重量等から算出した。各

被害想定は次のとおりである。 

 

図表 1-2-5 平成 25 年度熊本市防災アセスメント調査による被害想定 

（避難者・災害時要援護者・災害廃棄物等） 

 

 

（３）地震・津波に対する備え 

 熊本地震前においては、熊本市防災アセス

メント調査等による被害想定を行っており、

地域防災計画等において地震・津波における

対策は行っていたものの、熊本では明治 22

年に発生した地震以降、大きな地震に見舞わ

れることはなく、近年では、昭和 28 年の白川

大水害や平成 3 年の台風 19 号、平成 24 年の

九州北部豪雨など、水害による被害に多く見

舞われていた。また、熊本では大きな地震は

ないと思っていた人も多かったことから、今

回のような 2 度の大きな揺れや、度重なる余

震に見舞われることへの備えは万全ではなか

った。 

 

２．平成 28 年熊本地震の被災状況について 

（１）観測史上初となる震度 7 の連続（2 回）

発生と余震数 

 平成 28 年熊本地震は、観測史上初めて、同

一地域において震度7の地震がわずか28時間

の間に 2 度も発生し、大きな被害をもたらし

た。 

 後に「前震」とされる平成 28 年 4 月 14 日

（木）21 時 26 分に発生した地震は、熊本県

熊本地方の深さ 11 ㎞地点を震源とし、地震の

規模を示すマグニチュードは 6.5、上益城郡

益城町で最大震度 7 を観測し、本市において

も、東区、西区、南区で震度 6 弱、中央区、

北区で震度 5 強を観測した。 

 また、「本震」とされる平成 28 年 4 月 16

日（土）1 時 25 分に発生した地震は熊本県熊

本地方の深さ 12 ㎞地点を震源とし、マグニチ

ュードは 7.3、上益城郡益城町および阿蘇郡

西原村で震度 7 を観測し、本市においても中

央区、東区、西区で震度 6 強、南区、北区で

震度 6 弱を観測した。さらにこの地震に伴い、

4 月 16 日 1 時 27 分に有明・八代海に津波注

意報が発令された。 

 その後の余震も相次ぎ、熊本地震では 4 月

14 日から 4 月 16 日の間に震度 6 弱以上の地

震を 7 回観測、平成 29 年 3 月 31 日までに、

震度 1 以上を観測した回数は 4,284 回に上っ

た。 

 地震調査研究推進本部地震調査委員会によ

る「平成 28 年熊本地震の評価」によると、14

日の前震は、震源域付近に日奈久断層帯が存

1 2 4

布田川・日奈久
断層帯（中部・
南西部連動型）

南海トラフ
（最大値）

布田川・日奈久
断層（中部単独
型）

布田川・日奈久
断層（北東部単
独型）

立田山断層

31,157人 31,157人 31,157人 31,157人 31,157人 31,157人

避難生活者数 57,946人 8,961人 44,600人 21,091人 39,761人 57,946人

疎開者数 31,202人 4,825人 24,016人 11,357人 21,410人 31,202人

災害時要援護者（観
光客以外）の死者数

49人 9人 41人 9人 24人 49人

観光客の死者数 2人 0人 1人 0人 1人 2人

477,832t 413,031t 285,192t 164,227t 213,680t 477,832t

※各断層における検討ケースごとの被害想定のうち最大値を記載

対象地震

最大値

3

帰宅困難者

避難者数

災害廃棄物の発生量

災害時
要援護者

項目
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- 9 - 
 

在し、その高野～白旗区間の活動によると考

えられている。この地震の発震機構は北北西

～南南東方向に張力軸を持つ横ずれ断層型で、

地殻内の浅い地震で、余震分布と発震機構か

ら推定される震源断層は北北東～南南西方向

に延びる右横ずれ断層であった。また、16 日

の本震は、震源域付近に布田川断層帯が存在

していることから、布田川区間の活動による

と考えられている。この地震の発震機構は南

北方向に張力軸を持つ横ずれ断層型で、地殻

内の浅い地震で、余震分布と発震機構から推

定される震源断層は、北東～南西方向に延び

る右横ずれ断層で正断層成分を含むものであ

った。 

 現地調査によると、布田川断層帯の布田川

区間沿いなどで長さ約 28 ㎞、および日奈久断

層帯の高野～白旗区間沿いで長さ約 6 ㎞にわ

たって地表地震断層が見つかっており、益城

町堂園付近では最大約 2.2m の右横ずれ変位

が生じた。なお、同委員会は熊本地震発生時

点で、日奈久断層帯（高野～白旗区間）につ

いては、活動時にＭ6.8 程度の地震が発生す

る可能性があり、30 年以内の地震発生確率は

不明と評価されていた。一方、布田川断層帯

（布田川区間）については、活動時にＭ7.0

程度の地震が発生する可能性があり、30 年以

内の地震発生確率はほぼ 0％～0.9％（やや高

い）と評価していた。 

 今回の 2 度の大きな地震により、道路・橋

梁等のインフラ、災害時に避難所となる学校、

公民館等の公共施設、さらには、河川の堤防

や急傾斜地の擁壁などに甚大な被害が生じた。

また、「市民・地域・行政の災害対応力の強化」、

「避難所の開設・運営の見直し・強化」、「物

資供給体制の見直し」、「インフラ・公共施設

の耐震化」、「市、国、県、関係機関の連携強

化」など、様々な課題が明らかとなった。 

 

（２）想定を超える避難者数 

 今回の震災では、2 度の大きな揺れによる

家屋等の被害、度重なる余震による不安、ラ

イフラインの断絶などの影響により、市内に

おいて最大約 11 万人の避難者が発生した。そ

れまでの地域防災計画では、避難所への避難

者の最大想定を約 5 万 8 千人としていたこと

から、想定の 2 倍近い方が避難を余儀なくさ

れた。指定避難所には入りきれないほどの避

難者が避難してくることとなり、本市職員は

避難所の開設・運営に従事したが、地震によ

る大規模災害対応を経験していた職員は少な

く、十分な対応ができなかった。地域防災計

画で想定していた「避難所運営委員会」を設

置して避難所運営を組織的に行ったところも

少なく、避難所に配置された職員が日替わり

となることで地域との連携がとれないなど、

避難所への職員配置や避難所運営体制の構築、

地域や学校との連携、情報共有のあり方など

に課題が生じた。 

 また、熊本地震発生時の本市の備蓄計画で

は約 3 万 6 千人の避難者を想定し備蓄を行っ

ていたため、今回の震災における約 11 万人の

避難者に対しては備蓄物資が大きく不足する

こととなった。発災直後から、国のプッシュ

型による支援物資や、各地からの支援物資が

本市にも送られていたが、物資の集配送シス

テムや受入・配送体制の整備が遅れたことに

加え、市内の主要道路では渋滞が発生したた

め、被災者の手に物資が届くまでに多くの時

間を要することとなり、家庭内備蓄や本市の

備蓄計画のあり方、物資集配体制等の課題が

浮き彫りとなった。 

さらに 16 日の本震後には市内全域で約 32

万 6 千戸が断水することとなり、水等の物資

も手元に届かなかったことから、各避難所等

に設置した応急給水所には水を求める被災者

で長蛇の列ができ、給水を受けるまでに数時

間かかる給水所もあった。水道等ライフライ

ンの耐震化や給水における機能強化など、多

重的な対策が求められる。 

 

（３）車中泊避難など指定避難所以外の避難 

 熊本地震では市内において最大約 11 万人

の避難者が発生したが、これは本市が把握し

た避難所等における避難者数であり、本市が
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把握していない指定外避難所や車中泊避難等

の避難者数は含まれていないため、車中泊避

難者等を含めると、11 万人以上の方が避難を

余儀なくされたと考えられる。 

今回の震災では特に車中泊避難者の把握や

支援のあり方に課題が生じた。小学校等の指

定避難所のグラウンドや駐車場における車中

泊避難については、本市職員が配置されてい

ることなどから、避難者の把握や支援等が可

能であったが、スーパーマーケットやコンビ

ニエンスストアなどの駐車場、軒先での車中

泊避難者を把握することは難しかった。スー

パーマーケット等の駐車場で車中泊を行って

いる避難者の多くは、朝や昼には車でその場

を離れ、夜の就寝時にだけ戻ってくる方も多

く、駐車スペースも決まっていなかった。ま

た、毎回同じ駐車場に避難するわけではなく、

日替わりで駐車場を変える避難者もいたため、

その実態を把握することは困難であった。就

寝時のみ駐車場で車中泊を行う避難者の中に

は、食料等は自身で調達等されているため、

支援物資などを求めない方もいたが、静脈血

栓塞栓症（エコノミークラス症候群）予防な

ど、体調不良者等を出さないための啓発活動

等は必要であった。 

車中泊避難を行う理由は、避難所でのプラ

イバシーの問題、乳児や高齢者等を抱えてい

る家族、ペット同行避難者、大勢の避難者で

避難所に入れなかった方など、様々であるが、

なんらかの理由により避難所等に避難できな

かった方に対しては、その実態を速やかに把

握し、支援の手を届ける必要がある。今後、

大規模災害が発生した際には、今回同様、車

中泊避難者が発生することが予想されるため、

車中泊避難者を含む、本市が把握していない

避難所等の避難者の実態把握と支援のあり方

について対策が求められる。 

 

（４）人的被害 

 熊本地震においては、発災時に倒壊家屋の

下敷きになるなどして亡くなった方の直接死

に加えて、地震後の環境の変化等による負傷

や疾病等により亡くなった方も関連死として

認定されている。本市においても平成 29 年 3

月 31 日時点で 69 人の死者数のうち、熊本地

震に関連して亡くなったと認定された関連死

者数は 63 人となっている。 

 関連死と認定された方は、亡くなった経緯

は様々であるが、関連死のうち 58 人（約 9

割）が 60 歳以上であり、今後の災害時におけ

る被災者の体調管理や健康支援・啓発活動の

推進、地域や福祉避難所・医療機関等との連

携などが必要である。 

 

（５）り災証明 

 災害時における各種支援制度では、その多

くが判定区分にり災証明を使用している。本

市においては近年、平成 24 年 7 月の九州北部

豪雨など局地的に被害が発生した際にり災証

明の交付を行っていたが、数も限られていた

ため、システム等を使用せずに対応を行って

おり、今回、発災時にり災証明の受付・発行

等に関する関係規定やマニュアル等は整備さ

れていなかった。 

 今回の震災による被害は市内全域となった

ことから、り災証明を求める方が各区窓口に

殺到する事態となった。写真等により被害が

確認できる場合は「一部損壊」の証明書を即

時発行し、半壊以上は現地調査等が必要とな

るため調査依頼を受け付けることとなった。

本市では災害時にり災証明を発行するための

システムとして、平成 25 年度に「被災者支援

システム」を導入していたが、熊本地震が発

生するまで大きな災害もなく稼動実績はなか

った。今回の震災では、県内の広域にわたる

被害において統一的判定ができ、生活再建支

援の被災者台帳としても使用できることなど

から、県で導入を進めた「被災者台帳・生活

再建支援システム」を本市でも新たに導入す

ることとなり、システムによるり災証明の発

行を開始したのは発災から約 1 か月後の 5 月

17 日からであった。この間、り災証明を求め

る被災者の申請受付は増え続けており、支援

を必要としている方に対して、り災証明の判
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定・発行が迅速に行われないといった課題も

生じた。 

 また、住家被害認定調査についても市内全

域が被災することの具体的な検討を行ってい

なかったことから、調査に必要な資材・消耗

品・備品等の準備がなく、あわせて他自治体

等からの応援職員の受入れを想定していなか

ったため、応援職員に依頼する業務等の検討

が行われていなかった。 

当初は、被害の大きい地域を中心としたロ

ーラー調査を実施していたが、被災者からり

災証明判定の調査申請が数多くあったこと、

被災者に一日でも早く支援を届ける必要があ

ったことから、申請者を優先した調査に変更

を行った。また、本市では事業所用り災証明

の調査・発行は住家のり災証明とは別の部署

で行っており、住家被害によるり災証明と事

業所被害によるり災証明の被害調査を別々に

行うなど非効率な場面もあった。被災者もど

ちらの調査か戸惑いが生じるため、今後はり

災証明に伴う家屋の被害調査や、申請・受付

窓口を一元的に行うなどの対策が必要である。 

 

（６）宅地被害 

 今回の震災における本市の宅地被害は、世

帯数やり災証明の発行件数および「被災宅地

危険度判定」等の結果を基に、全体の宅地被

害数を約 7,200 戸と算出した。このうち、液

状化に伴う被害数は、全体の宅地被害数の約

4 割にあたる約 2,900 戸となっている。液状

化被害については、市民からの被害情報など

から近見～川尻、土河原、中原、秋津町秋田

の4地区について基礎調査を実施し、約1,600

戸の被害を把握した。また、4 地区以外の被

害戸数については、道路や下水道の公共施設

等の情報を基に、目視による現地確認を行っ

た結果、液状化による被害と想定されたおお

よその範囲において被害戸数を約 1,300 戸と

算出した。 

 また、宅地の地盤や擁壁などにも損壊や崩

壊などの被害が発生していたため、3,000 ㎡

以上の一団の宅地に被害が広く見受けられる

地区および 2 戸以上の家屋に影響がある擁壁

等で高さ 3ｍ以上の箇所について、危険度判

定結果を参考に選定し、がけ崩れ等の基礎調

査を実施して公共事業での復旧について検討

を行った。 

 民有地については、これまで宅地所有者に

よる自力復旧が原則とされていたが、東日本

大震災では造成宅地滑動崩落緊急対策事業や

災害関連地域防災がけ崩れ対策事業など、災

害による宅地被害等に対する補助の適用や補

助率の嵩上げが行われた。熊本地震でも同様

に、補助制度の適用や補助率の嵩上げが行わ

れるとともに、この補助制度の対象とならな

い宅地の復旧については、県の熊本地震復興

基金を活用した支援を行うこととした。 

 

（７）今後の防災対策 

①熊本地震の課題と教訓 

 平成28年 4月 14日の前震に続く16日の本

震、さらに相次いだ激しい余震により、家屋

の倒壊や損壊で避難した住民に加えて、屋内

滞在をおそれる人たちも避難所に集中し、市

内の避難者数は最大で 11 万人に上り、さらに、

地震による家屋の倒壊をおそれる人たちが、

野宿やスーパーマーケット・コンビニエンス

ストアなどの駐車場で寝泊まりする「車中泊

避難」が急増した。これに対して、国が発災

直後から大規模な「プッシュ型」の物資輸送

を行い、水・食料といった主要物資の不足は

時間の経過とともになくなっていったものの、

必要とされる物資のニーズが刻々と変化し、

届けられた物資が現地のニーズに合わない、

受入対応が行き届かないといった事態も発生

した。 

 そのような状況下において、行政内部にお

ける情報伝達や避難所運営、物資輸送の混乱、

り災証明の発行の長期化など、災害発生時の

対応において多くの課題が明らかとなり、こ

れまでの防災意識や防災対策のあり方の抜本

的な見直しが必要となった。一方、熊本地震

では、行政による公助を待つだけでなく、避

難所生活における市民同士の支え合いや、Ｎ
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ＰＯ・ボランティアによる避難所運営支援や

被災者の生活支援活動など、自助・共助の大

切さが改めて認識された。これらのことから、

日頃からの備えと災害時の行動について、市

民・地域・行政のそれぞれの役割を明確にし、

自助・共助による防災・減災に向けた取組を

広げていく「防災・減災のまちづくり」の推

進が必要となっている。 

 

②防災対策 

 本市では、災害対応力の強化を図るため、

平成24年7月の九州北部豪雨の経験を踏まえ

た出前講座等の防災啓発活動や、「地域版ハザ

ードマップ」の作成、地域主導による防災訓

練等に取り組むことで市民および地域の自

助・共助意識の涵養を進めてきた。さらに、

熊本地震で被災した市民は、発災直後の避難

からその後の避難生活、復旧・復興の過程の

中で、互いに助け合い、また、国内外から温

かい支援を受けたことにより、地域を中心と

した絆の大切さを改めて認識するとともに、

防災における自助・共助の重要性を、身をも

って知ることとなった。 

 現在、本市では熊本地震の経験を踏まえ、

熊本市地域防災計画の見直しを行っていると

ころであるが、地域防災計画の見直しに当た

っては、熊本地震から創造的復興へと力強く

立ち上がり、市民力・地域力・行政力を結集

した防災・減災のまちづくりを目指すため、

「市民・地域・行政の災害対応力の強化」を

基本理念として進めている。 

 また、今回の地震において発災直後の初動

対応や避難所の開設・運営、物資供給、他自

治体からの支援に対する受入れなど、多くの

課題が明らかとなったことから、地域防災計

画の見直しと併せて、「避難場所開設・運営マ

ニュアル」の見直しや、「物資供給計画」、「災

害時受援計画」、「初動行動マニュアル」等の

策定を進めていく予定となっている。 

 大規模災害が発生した場合、その災害対応

を行政の力だけで乗り切ることは困難である。

熊本地震においても、市民・地域・企業・ボ

ランティア・国・県・各自治体など、多くの

支援を受けることで各災害対応業務に対応し

てきた。また、今後の復興についても、様々

な支援を受けることが予想される。今回の震

災では、市民・地域等とのつながりが、いか

に大切かを改めて認識することとなった。今

後は、防災についても「校区防災連絡会」の

設置や、「避難所担当職員」の配置など、日頃

から市民・地域等と連携した取組が必要とな

る。加えて、ＩＣＴ技術等を活用し、国、県

など関係機関との迅速な共有体制を構築する

必要がある。 
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